






　私は毎日楽しいなと思いながら子育てをして
いますが、みなさんはどうですか？楽しく働け
ていますか？福祉の仕事は大変なこともたくさ
んありますが、わくわくしながら仕事をしても
らえたらいいなあと思っています。
　娘は生後 8 か月からてんかん発作や喘息を繰
り返し、一年の殆どの時間を病院で過ごしまし
た。家に帰ることや、誕生日を家で迎えるとい
うごく当たり前のことが目標でした。入院生活
中は体調が急変し、ICU に運ばれることも多く、
一日中命の心配をしながら生きていました。毎
日を後悔しないように絵本を読んだり歌を歌っ
たりして、できるだけ楽しい時間を過ごすよう
努めました。
　入院していた病棟は緊急性の高い患者が多く、
容体が落ち着くと一般病棟に移るため、院内で
友達を作ることは難しかったです。ある日、手
遊び中に発作が起き、ナースコールで「発作で
す！」と叫ぶと、すぐに先生たちが処置をして
あっという間に ICU に運ばれて行きました。そ
の様子を見ていたあるお母さんに「大変そうな
のにいつもすごく楽しそう。あなたといると楽
しそうだから友達になって」と言われ、それが
長い入院生活で初めてできた友達でした。今で
も仲良くしています。
　娘は地域の小学校の支援学級で毎日クラスメ
イトに頭を叩かれていました。先生は、止めよ
うとはしてくれましたが、自分の感情を、叩く
ことで示す相手を止めることは難しかったよう
です。校内はバリアフリー化を進めてくれまし
たが、スロープができた場所は生徒が利用しな
い裏門近くでした。私たちは、正門から普通に
通学することを希望していたので、そのスロー
プを利用することはありませんでした。学校と
は多く話し合いましたが、うまく伝わらず、思っ
ていたような学校生活が送れずに、悔しくて二
人で泣きながら帰ることがしょっちゅうでした。
自宅に来ている訪問看護師に「そんなに無理し
て通わせなくてもいいのでは？」と言われ、す
ごく残念に思いました。同じ方向を向いて共に
歩んでほしい相手のその言葉に納得ができず、
訪問看護の契約を終了しました。

　支援というものは本人や家族が何を望んでい
るかをしっかりと理解しないと支援ではなく自
己満足になってしまいます。普段、保護者は支
援者に対して気を使いながら、言いたいことの
全ては言えずにいます。特に娘は言葉を話せな
いため、私は命を預けるつもりで通所させてい
ます。私たちが伝えた言葉の背後に多くの思い
があることを理解してほしいのです。
　昨日参加した、民間団体のおしゃべり会で、
20 年前に私が訴えたことと同じ悩みを持つ親子
さんたちの話を聞き、20 年経っても本人や家族
の思いが伝わらない現状に残念さを感じました。
　娘は現在、専門学校で非常勤講師として働い
ています。2 年前、コロナ禍で私は仕事を辞め、
娘と過ごす時間が増えました。その中で、娘が
人と関わることやお金を稼ぐことが好きだと気
づき、働くことを決意しました。娘の想いに賛
同してくださった支援者の協力を得て、仙台市
内の専門学校で非常勤講師として働き始め、初
めていただいたお給料は 9,000 円でした。支援
者の真剣な関わりが娘の人生を変え、現在は教
壇に立ち、海外でも仕事をする機会もいただき
ました。みなさんは支援者として、利用者の人
生を変えることができる一人になれることを忘
れずにいてほしいです。一緒に前へ進む仲間と
して関わってくれたらうれしいです。

髙橋実和子さん（つどいの家・アプリ　髙橋桃子さん母）

　報酬改定で、喀痰吸引等実施に加算が付くよう
になりました。遅ればせながらも、私たちがやっ
てきて実践を国も認めてきてくれたことをとても
うれしく思います。
　つどいの家では医療的ケアの必要な方も、どん
どん地域に出ていき電車などの交通機関の利用
や、デイキャンプ、芋煮、温泉宿泊旅行など様々
な体験を楽しんでいます。看護師がいないから〇
〇出来ないではなく、介護職員が安全な喀痰吸引
等のケアをどうしたら実施できるのか、どうした
ら、医療的ケアの必要な利用者が、楽しい経験を
いろいろな制限がなく思いっきり楽しめるのか、
これからも考えていきたいと思います。

スタッフの声スタッフの声

　仙台つどいの家では、国の喀痰吸引等研修の制
度が整う２０年ほど前から、保護者、主治医の同
意のもとに医師、看護師の研修の元、保護者に体
調を確認しながら、医療的ケアが必要な本人と関
係性が取れている職員が、吸引を行えないか検討、
実施してきました。
　日々の活動のなかで、看護師がトイレなどで不
在の時、送迎時、外出など、常に看護師がいる状

況ばかりではありません。痰が絡んで苦しくなっ
てきたとき「看護師がいないから待っててね」と
苦しい思いを続けさせていました。職員が吸引を
出来るようになったことで、外出や、送迎などの
活動の広がり、苦しくなった時にすぐにそばにい
る職員が痰を吸引してくれて苦しみを取り除いて
くれる安心感、そこからくる信頼関係はとても大
きいものです。

仙台つどいの家　支援員　佐藤 智昭
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　報酬改定で、喀痰吸引等実施に加算が付くよう
になりました。遅ればせながらも、私たちがやっ
てきて実践を国も認めてきてくれたことをとても
うれしく思います。
　つどいの家では医療的ケアの必要な方も、どん
どん地域に出ていき電車などの交通機関の利用
や、デイキャンプ、芋煮、温泉宿泊旅行など様々
な体験を楽しんでいます。看護師がいないから〇
〇出来ないではなく、介護職員が安全な喀痰吸引
等のケアをどうしたら実施できるのか、どうした
ら、医療的ケアの必要な利用者が、楽しい経験を
いろいろな制限がなく思いっきり楽しめるのか、
これからも考えていきたいと思います。

　仙台つどいでは、介護職員による喀痰吸引等が
平成２４年４月に制度化されてから、より安全に
医療的ケアを職員も実施できるようになりまし
た。現在、さんしょグループでは職員も吸引や経
管栄養を実施しています。活動中に痰が絡んで苦
しそうにしている利用者さんに対して、側に居る
職員がすぐに気づき吸引。何事もなかったように
活動は継続。職員より「痰を吸引の後、利用者さ
んもスッキリしたようです」と笑顔で報告があり
ます。また、近隣の散歩や外出などの時も職員の
医療的ケアの協力があり、以前よりも余裕を持ち、
出かけることが出来るようになりました。
　職員が医療的ケアを学び実施することで、一人
一人の身体のことを以前よりもしっかり観察し理
解できるようになり、グループ内の職員みんなが
同じ目線でケアが出来るようになりました。
　今年度も職員の医療的ケアが日常的に行われて
いますが、経管栄養の薬の注入が出来ないことや
吸引の範囲に制限がある等、課題もあります。現
在、実施している医療的ケアを一つ一つ積み重ね
安全に実施し、医療的ケアが必要な方でもできる
ことが増えるよう利用者さんの思いに添い支援し
て行きたいと思います。

仙台つどいの家　看護師　角田 利子

　私は医療的ケアの必要な利用者さんに 2 年ほ
ど身体介護に入らせていただいています。私は田
舎で育ち、半袖半ズボンで勉強もせずに野原を走
り回るような自由な少年でした。福祉の世界に
入って感じたことは利用者さんが選択できる範囲
の狭さです。医療的なケアが必要な方は通所でき
る施設も限られ、看護師がいないと通所は難しい
と言われてしまう場合もあります。
　通所をしないで在宅で過ごす場合は、訪問看護
師、往診、ヘルパーのサポートを利用することは
できます。ただし訪問看護師も毎日訪問すること
は難しかったり、ヘルパーが吸引をする場合は三
号研修（基本研修として講義及び演習 9 時間 , 実

地研修として対象者の在宅等における研修）を受
けて認定申請を行い、認定証の交付を受けて初め
てその方に吸引ができます。一つのサービスを利
用するのに、条件、制約、制限が多く、契約する
のにも家族はとても大変です。サービスはいろい
ろと増えていますが、契約の書類も多く、契約し
ても人材不足で事業所もなかなか見つからないの
が現状です。
　結局は本人が生活で選択できる範囲は狭いのが
現状です。そのような状況の中でも選択できる機
会を作れるように心がけて支援していこうと思っ
ています。

ぺんたす　専任ヘルパー　小原 翔冴

医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長

　仙台つどいの家では、国の喀痰吸引等研修の制
度が整う２０年ほど前から、保護者、主治医の同
意のもとに医師、看護師の研修の元、保護者に体
調を確認しながら、医療的ケアが必要な本人と関
係性が取れている職員が、吸引を行えないか検討、
実施してきました。
　日々の活動のなかで、看護師がトイレなどで不
在の時、送迎時、外出など、常に看護師がいる状

況ばかりではありません。痰が絡んで苦しくなっ
てきたとき「看護師がいないから待っててね」と
苦しい思いを続けさせていました。職員が吸引を
出来るようになったことで、外出や、送迎などの
活動の広がり、苦しくなった時にすぐにそばにい
る職員が痰を吸引してくれて苦しみを取り除いて
くれる安心感、そこからくる信頼関係はとても大
きいものです。
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　報酬改定で、喀痰吸引等実施に加算が付くよう
になりました。遅ればせながらも、私たちがやっ
てきて実践を国も認めてきてくれたことをとても
うれしく思います。
　つどいの家では医療的ケアの必要な方も、どん
どん地域に出ていき電車などの交通機関の利用
や、デイキャンプ、芋煮、温泉宿泊旅行など様々
な体験を楽しんでいます。看護師がいないから〇
〇出来ないではなく、介護職員が安全な喀痰吸引
等のケアをどうしたら実施できるのか、どうした
ら、医療的ケアの必要な利用者が、楽しい経験を
いろいろな制限がなく思いっきり楽しめるのか、
これからも考えていきたいと思います。

　医療的ケアの必要な方の生活を支える上で、居
宅介護や訪問診療、訪問看護、訪問入浴など在宅
サービスは様々あります。日々の介護については
訪問入浴やヘルパーが担うことで家族の介護負担
を軽減でき、訪問診療や訪問看護ではバイタルの
チェックから体調の変化についてすぐに相談する
ことができます。また、ヘルパーは研修を受ける
ことで吸引等の医療的ケアを行うことができ、支
援の幅も拡がってきています。一方、宿泊を伴う
短期入所については、医療的ケアの必要な方が利
用できる事業所は少ない現状にあります。

　昨今、地震や豪雨による被害が増えています。
災害に備え、医療的ケアが必要な方に向けて『災
害時個別計画 ( パーソナルプラン )』があること
をご存じでしょうか？自宅付近のハザード情報、
ご本人の普段の様子や服薬状況、緊急連絡先、備
蓄品チェックリスト、避難の手順等を区役所の保
健師と一緒に相談事業所も加わり、家族や支援者
で確認をしています。災害はいつ起こるかわかり
ません。『災害時個別計画』はご本人、家族、支
援者が慌てずに動きが取れるよう「見える備え」
となります。

ピボット若林くれよん　相談支援専門員　山口 剛

東北福祉大学の保健看護学科の学生が法人内の事業所で３日間の地域包括
ケアの実習をしました。学生の感想を紹介します。
 ・施設の雰囲気が良く、利用者さんが周りの笑顔を作ってくれていると感じた。
 ・利用者さんの小さな変化を見逃さずに対応するのが看護師の役割と思った。
 ・これまでは『障害者』と一括りに考えていたが、一人ひとりの意見、思いを尊重した対応が大切と感じた。
 ・自分の笑顔や声がけが利用者さんの安心感や笑顔につながるのが嬉しかった。
 ・車いすの方と外出をしたら、周りの方のやさしさを感じることができた。
 ・医療的ケアの必要な寝たきりの方が声や体などで気持ちを表現していたのが感動した。
 ・職員が吸引をしているところをみて不安を感じた。
 ・職員が吸引をしているところをみて利用者さんに対する気持ちを感じて温かな気持ちになった。
 ・しょうがいがあるから「できない。」で終わりではなく、利用者の思いや希望を知って実現するこ
との大切さを学んだ。やりたいことを聞き、知り、叶えていくことは、利用者さんの生きる力、モチベー
ションになると思う。

　　今回の経験をそれぞれ今後の看護に生かしていくとお話ししてくれました。
　　病棟勤務の後には福祉施設で働きたいと話してくれた学生もいました。

医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長

　仙台つどいの家では、国の喀痰吸引等研修の制
度が整う２０年ほど前から、保護者、主治医の同
意のもとに医師、看護師の研修の元、保護者に体
調を確認しながら、医療的ケアが必要な本人と関
係性が取れている職員が、吸引を行えないか検討、
実施してきました。
　日々の活動のなかで、看護師がトイレなどで不
在の時、送迎時、外出など、常に看護師がいる状

況ばかりではありません。痰が絡んで苦しくなっ
てきたとき「看護師がいないから待っててね」と
苦しい思いを続けさせていました。職員が吸引を
出来るようになったことで、外出や、送迎などの
活動の広がり、苦しくなった時にすぐにそばにい
る職員が痰を吸引してくれて苦しみを取り除いて
くれる安心感、そこからくる信頼関係はとても大
きいものです。
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　報酬改定で、喀痰吸引等実施に加算が付くよう
になりました。遅ればせながらも、私たちがやっ
てきて実践を国も認めてきてくれたことをとても
うれしく思います。
　つどいの家では医療的ケアの必要な方も、どん
どん地域に出ていき電車などの交通機関の利用
や、デイキャンプ、芋煮、温泉宿泊旅行など様々
な体験を楽しんでいます。看護師がいないから〇
〇出来ないではなく、介護職員が安全な喀痰吸引
等のケアをどうしたら実施できるのか、どうした
ら、医療的ケアの必要な利用者が、楽しい経験を
いろいろな制限がなく思いっきり楽しめるのか、
これからも考えていきたいと思います。

医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長

　仙台つどいの家では、国の喀痰吸引等研修の制
度が整う２０年ほど前から、保護者、主治医の同
意のもとに医師、看護師の研修の元、保護者に体
調を確認しながら、医療的ケアが必要な本人と関
係性が取れている職員が、吸引を行えないか検討、
実施してきました。
　日々の活動のなかで、看護師がトイレなどで不
在の時、送迎時、外出など、常に看護師がいる状

況ばかりではありません。痰が絡んで苦しくなっ
てきたとき「看護師がいないから待っててね」と
苦しい思いを続けさせていました。職員が吸引を
出来るようになったことで、外出や、送迎などの
活動の広がり、苦しくなった時にすぐにそばにい
る職員が痰を吸引してくれて苦しみを取り除いて
くれる安心感、そこからくる信頼関係はとても大
きいものです。

医療的ケアの必要な人の暮らしについて～部長インタビュー医療的ケアの必要な人の暮らしについて～部長インタビュー
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　報酬改定で、喀痰吸引等実施に加算が付くよう
になりました。遅ればせながらも、私たちがやっ
てきて実践を国も認めてきてくれたことをとても
うれしく思います。
　つどいの家では医療的ケアの必要な方も、どん
どん地域に出ていき電車などの交通機関の利用
や、デイキャンプ、芋煮、温泉宿泊旅行など様々
な体験を楽しんでいます。看護師がいないから〇
〇出来ないではなく、介護職員が安全な喀痰吸引
等のケアをどうしたら実施できるのか、どうした
ら、医療的ケアの必要な利用者が、楽しい経験を
いろいろな制限がなく思いっきり楽しめるのか、
これからも考えていきたいと思います。

医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長

　仙台つどいの家では、国の喀痰吸引等研修の制
度が整う２０年ほど前から、保護者、主治医の同
意のもとに医師、看護師の研修の元、保護者に体
調を確認しながら、医療的ケアが必要な本人と関
係性が取れている職員が、吸引を行えないか検討、
実施してきました。
　日々の活動のなかで、看護師がトイレなどで不
在の時、送迎時、外出など、常に看護師がいる状

況ばかりではありません。痰が絡んで苦しくなっ
てきたとき「看護師がいないから待っててね」と
苦しい思いを続けさせていました。職員が吸引を
出来るようになったことで、外出や、送迎などの
活動の広がり、苦しくなった時にすぐにそばにい
る職員が痰を吸引してくれて苦しみを取り除いて
くれる安心感、そこからくる信頼関係はとても大
きいものです。
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医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長
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人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長
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医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
をし、なんとか乗り切りました。人によっては「不公平」と言うかもしれませんが、困っている
時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
るサービスを利用しながら、今の家での親御さんとの生活を維持していくということも選択でき
るようになると良いと思います。
佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
はどうしても考えにくい。サービスを活用しながら、このまま親子 3 人で暮らしていければ…と
思います。

次に、法人が運営する地域生活支援事業において、医療的ケアの必要な方やそのご家族への支援
の現況を教えて下さい。

飯田　地域系の事業所では通所事業所のように日々医療的ケアの必要な人を受け入れることは現
時点でできていません。以前は医療的ケアの必要な人を対象としたレスパイト補助制度がありま
したが（現在は廃止）、現在の短期入所・日中一時支援事業では受け入れが難しい状況です。
　また、グループホームでも医療的ケアの必要な人の受け入れはできていません。
　ヘルパー事業では、3 号研修を受講したヘルパーが喀痰吸引等を行っており、提供実績があり
ます。相談支援事業では、医療的ケアの必要な人を担当している相談員がいます。主に利用可能
なサービスに関する相談に応じています。

医療的ケアを必要とする人の地域生活を支えるために、職員育成にどういった取組みを行ってい
ますか？　育成を進めていくうえでの課題などがあれば教えて下さい。

飯田　ヘルパーに対する 3 号研修受講の取り組みはありますが、現状では特段の取り組みにはい
たっていません。これまでは研修の一環として、医療的ケアが必要な方を受け入れているグルー
プホームを視察したことはありましたが、直接的な医療的ケアに関する研修機会を持つことはで
きていません。
　現在グループホームで医療的ケアが必要な方はいませんが、将来的には必要になる可能性があ
るため、3号研修などの研修がいずれ必要と考えています。
佐藤　3号研修について簡単に制度説明をお願いします。
山口　本来、医療的ケアは医師の指示を受けた看護師が行う行為ですが、支援員が特定の人に対
して特定の医療的ケアを行うために必要な研修が 3 号研修です。1 号、2 号、3 号とあり、3 号は
特定の利用者に対して喀痰吸引などを行うための研修です。

ここ数年前より、グループホームに専従の看護師を配置しました。これにより、プラスに働いた
ことを教えて下さい。また、配置するに至った背景や資金的な裏付けを教えて下さい。

飯田　看護師に健康面に注目して利用者を見て
もらえるので、職員も健康面、医療面で気軽に
相談できるので心強さを感じています。看護師
の存在により、双方の連携が取りやすくなった
とも感じています。
　また、所属職員向けにメンタルヘルスを含む
労働安全衛生の側面で勉強会などを企画しても
らっています。このほか、グループホーム内で
の感染対策にも看護師が重要な役割を果たして
います。
　看護師配置の資金は「看護師配置体制加算」
で賄っていますが、十分ではなく持ち出しがあるため課題がありますが、配置したことによりプ
ラスに働いたことは確かです。

現在、法人が運営するグループホームには医療的ケアを必要とする人はいませんが、今後、加齢
に伴い医療的ケアが必要となった場合を想定し、いま時点から取り組んでいることなどがありま
すか？　住まいを変えることなく、暮らし続けるためには、今のうちからどういった準備を行う
必要がありますか？　現状で受入れ難い理由や課題を教えて下さい。それはどうすると解決（改善）
されると考えていますか？

飯田　職員が医療的ケアに関する知識を習得し、喀痰吸引などの行為ができるように 3 号研修を
受講することが必要になると思います。現在、入居者に医療的ケアが必要な人はいないため、職
員自身、吸引を行うイメージが持てていないので、今の時点から自分事として捉えられるような
場づくりが必要となると思います。
　グループホームで医療的ケアを提供するためには、医療的ケアのできる複数の職員が必要とな
ります。当然、全てを看護師が対応することは人材確保面等で難しいため、大きな課題だと認識
しています。

相談支援事業をはじめ、地域事業部の関わりを通して、在宅で生活されている医療的ケア者とご
家族は主にどういったニーズを持っていますか？　その中で、様々な諸課題に対し、今我々に課
せられた役割は何だと思いますか？

飯田　家族からよく聞かれるのが利用できるサ
ービスが少ないこと、特に宿泊を伴うサービス
やレスパイトサービスが極端に少ないことです。
日中のサービスは少しずつ増えているものの、
まだ十分ではありません。
佐藤　仙台市内で医療的ケアが必要な人が生活
しているグループホームの数はどのくらいですか？
飯田　看護師が配置されているグループホーム
はあるものの、仙台市に問い合わせても正確な
数は把握していないようでした。
佐藤　短期入所などはどうですか？
飯田　日中のみ受け入れ可能な短期入所事業所
（福祉型）は 2箇所ありますが、宿泊可能な事業所（福祉型）は仙台市内にはありません。
山口　泊まり込みで医療的ケアができる職員を複数人揃えるのが大変というのが現実なのでしょ
う。医療的ケアに対する人的・質的レベルがあり、それを維持していくことは難しいですから。

過日、仙台市に対し福祉型短期入所（単独型）への看護師加配について市独自の補助制度の創設
を要望しました。残念ながらその回答は、医療型短期入所の受諾法人の開拓を優先としたいとの
こと。これをどのように受け止めていますか。　また、この要望の趣旨や狙い（つまりは法人が（近
未来で）目指すこと）を教えて下さい。

山口　仙台市は新しいことにチャレンジしたがらない印象があります。極力今ある資源を活用し
て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長
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医療的ケアの必要な人の暮らしについて部長に話を聞いてみました 

日中活動の場はどういった支援体制ですか？ 

山口　看護師を複数人配置し、それに加えて、事業所によっては PT（理学療法士）さんやOT（作
業療法士）さんを置いているほか、支援員を複数名置いて体制を整えています。

支援員の医療的ケアに関する専門性を高めるために、どういったことに取り組んでいますか？　

山口　支援員による医療的ケアの実施に向けた
取り組みについて、まず、支援員が医療的ケア
を行うために必要な３号研修を受け、進めてい
くにあたっては毎月の安全委員会で看護師や支
援員、管理者とサービス管理責任者がケアの実
施状況やヒヤリハットなどを共有しています。
また、配置必須の指導看護師には日常的にケア
に対する気づきや指導などもいただいています。
職員全体の医療的ケアに対する意識の標準化を
図るため、毎月、看護師によるミニ勉強会を開
催しています。これにより、医療的ケアが全職
員にとって身近なものになるという効果を得ています。
　看護師に対しては、『医療』だけでなく支援や生活の営みを重視するように伝えています。利用
者は医療的ケアを受けるためではなく、日中生活を豊かにするために通所しているのであって、
活動を展開するために医療的ケアが必要なのだという話しをしています。
　医療的ケアを必要としている人を受け入れている他の施設（訪問の家朋）への実習も行なって
おり、意思表出支援やとても丁寧な関わりを体験し、刺激を受けています。

日中活動の場においては、生活支援員と看護師との連携が欠かせません。双方の連携により、利
用者の自己実現に繋がったエピソードがあれば教えて下さい。

山口　Ｓさんはさまざまな配慮がなければ旅行は難しいのですが、支援員と看護師が連携し準備
を進め、『本人の想いを実現させることが当たり前』という共通認識のもとに、温泉旅行を実現さ
せました。旅行中の楽しそうな様子が写真や動画で次々と送られてきて、その場のみんなが楽し
んでいることに喜びを感じました。
　また、Ｋさんの場合は職員とペースト食を提供してくれるお店を探す活動をして、「やってみよ
うか！」というお店の方が現れ、外食の機会を実現させました。この機会、経験はお店の人や地
域社会にも良い影響となり、Ｋさんが地域に対する役割を担えたことを嬉しく思いました。こうし
た光景が当たり前になっていくような社会でありたいし、そのために身をもってやっていくこと
が大事だと思っています。

ご家族とどのように向き合い、特にどういったことに留意していますか？　ご家族は通所又は法
人に対し、どういったことを期待していると受け止めていますか？

山口　医療的ケアが必要である方もない方も、利用者の思い描く生活を家族と協力しながら共に
頑張って実現させていくことに変わりありません。そのためには事業者として継続的な支援を提
供し続ける責任があると感じています。
佐藤　利用者本人だけでなく家族の人生にも関わることですからね。ご家族は法人に対してどう
いったことを期待しているのでしょう？
山口　わかりませんが、奥底には、親亡き後をよろしくという想いがあるかもしれません。若い
人は、今この時しかできないことをやらせてあげたい…と思っているのではないかと思います。

医療的ケアの必要な方やそのご家族の高齢化が進み、在宅で親子ともども暮らし続けていくこと
が難しくなってきているケースも見られます。そのなかで、グループホームだけでなく、在宅で
の生活を続けていくことを望んでいる本人及び家族に対し、通所では、どういったサポートを現
在行っていますか？　また今後何をしていく必要があると考えていますか？

山口　医療的ケアが必要な方もそうでない方も、利用者や家族が突発的な状況の中で、生活や通
所を続けていくために必要なことがあれば全力で支援するということを大切にしています。先日、
Ｍさんのお母さんが 2 カ月の入院を終えて退院してきた際、送迎ができないということがありま
した。そこで、Ｍさんの日中活動の機会を奪わないよう、2 カ月間は毎日事業所が送迎をする決断
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時にはできることは全力でするというスタンスです。
　また、親御さんが高齢化する中で、特に医療的ケアが必要な方にとって、グループホームでの
受け止めがどうしたらできるようになるか考えていく必要もありますが、在宅での生活を支援す
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佐藤　何が何でもグループホームというわけではなく、利用者が親と一緒に暮らし続けたいとい
う希望を尊重し、職員ができることを話し合うことが大事な視点だということですね。
山口　真っ先に思い浮かぶＫさんの場合、いま家族から引き離してグループホームに繋げること
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て高い効果を期待するというのは当たり前とは思いますが。医療的ケアを必要とする重いしょう
がいのある人の場合には医療型短期入所利用とは『病院への入院』で、その間は通所もできず、
極端に環境が変わってしまい、その環境の変化が命取りになる可能性があります。極力環境を変
えずに、特殊な状況（親御さんの急病、入院など）を乗り切れるよう、在宅で利用できるサービ
スや資源にもっと資金を振り向けていくことを決断してほしいと思っています。
飯田　医療型短期入所が増えるのは緊急利用に対応するものであり、緊急に関わらず普段から使
えるレスパイト機能のような資源の必要性を理解してもらいたい。単独型への施策強化にも踏み
切ってほしいです。
佐藤　レスパイト機能こそ医療的ケアを必要とする本人にとって必要だと思いますがその点につ
いてはどうですか？
飯田　仙台市の現行の日中一時支援では、看護師の固定雇用が難しい仕組みになっています。医
療的ケアを必要とする方を受け入れるためには専従で常駐の看護師を置く必要性があるのですが
…積極的に考えてもらえず残念です。毎年訴えていくしかないですね。

最後に、私たち「つどいの家」が掲げる基本理念の実現に向け、今回のテーマにあたる医療的ケ
アを必要とする人の暮らしを支えていくために、今後どういったことに取り組んでいきたいです
か？

山口　医療的ケアが必要な人が後回しにされてきた現状が背景にあります。困る前や困った時に
すぐに気軽に利用できるサービスが身近にないといけないはずです。本来、重いしょうがいのあ
る人の施策が優先されれば、みんなが使える（暮らしやすくなる）はずだと思います。しかし、
やりやすいところから手をつけていく現実があり、結果、医療的ケアのある人が取り残されてし
まう。今後も社会を変えていく気概でやっていくほかないと思っています。
飯田　現状ではグループホームの受け入れ基盤が整っていないため、職員の研修強化を含め法人
としてもう一段階引き上げて考えていきたいと思っています。また、在宅生活を希望する人への
支援もどうしたらいいかもグループホームとは別に考え、歩を進めていきたいと思います。
佐藤　社会啓発や行政への働きかけはこれまで通り継続して進めていく必要はありますが、併せ
て我々がやらなければならないことの一つに、医療的ケアに対する職員の意識を高め、学びの機
会を創出していくことによって、一人の利用者に対して関われる人を増やしていけるよう環境を
整えていくことがとても大事なのだということを改めて確認できました。それにつけても、利用
者個々人に真正面から向き合い、全力で支えていくんだという職員の意識そのものをどのように
捉えていますか？
山口　事業所ごとに医療的ケアの実施状況が異なっているので、職員の受け止め方にも違いが生
じているのは当然です。未実施の事業所も今後は支援員による医療的ケアの実施に向けて具体的
に進めていく方針にあるので、医療的ケアを必要としない利用者のグループ職員もその行為を身
近に感じ、意識に変化が生ずるのではないかと思っています。
　そもそもなぜ、支援員が医療的ケアをする必要があるのかというと、看護師がいなくても外出
できたり、個別に活動できたりというふうに利用者の機会を奪うことがないようにするというの
が最大の理由です。この部分は、職員全員が共通の認識で関わってほしいと思っています。
　親御さんの中には、支援員に医療的ケアを委ねることに躊躇している方ももちろんいますが、
実際にケアを実施している職員が身近にいれば、その捉え方も変わっていくこともあるかもしれ
ません。
佐藤　お話いただいたお二人の考えについて、今後全職員にも伝え、共通認識や理解を深めてい
きたいと思います。ありがとうございました。

インタビュイー（取材を受けた側）：
山口　収　日中活動支援事業部長
飯田克也　地域生活支援事業部長

インタビュアー（取材した側）：
佐藤吉久　総務部長

ガイドヘルパー養成講座報告
今年度は 9月までの間に 3回講座を開催しました。受講者は 29名で、その
うち当法人のガイドヘルパーとして活躍している方は 21 名です。昨年度は
学生のみでしたが、今年度は一般の方にも募集を広げています。

　利用者の声　若い人とかいろんな人がいてとても楽しい。一緒に 100 均
　　　　　　　とかご飯に行っている。今度新しいヘルパーさんが入るのが
　　　　　　　楽しみ。

　　　　　　　一緒に買い物に出かけた。また一緒に出掛けたい。地下鉄で
　　　　　　　一緒にお出かけできるのが楽しい。

　ご家族の声　学生ヘルパーさんは、しっかりしています。職員からの引継
　　　　　　　ぎも丁寧で安心しました。息子は毎回ルンルン気分で、外出
　　　　　　　先でお店の方に声を掛けてもらう等、とても楽しんでいるよ
　　　　　　　うです。また、外出している間に、家族も時間を作ることができています。家族
　　　　　　　での対応が難しくなってきているので、外出することで息子の生活にアクセント
　　　　　　　をつけることができ、とても助かっています。

ガイドヘルパーの声　利用者さんとの関わりの中で、貴重な体験をする機会が増え、充実した活動がで
　　　　　　　きています。また、回数を重ねるごとに利用者さんの人となりを知ることができ
　　　　　　　るのもガイドヘルパーの魅力の 1つだと感じます。

今年度はあと 3回、開催の予定です。9月以降の事業費の一部として「みやぎ生協福祉活動助成金」
をいただくことができました。ガイドヘルパーの必要性についてご理解いただき、担い手を増や
すことにご支援をいただき、大変うれしく思っています。

きょうだい支援プロジェクト報告
このプロジェクトは 3 つのコンセプトのもと、誰もがその人らしく安心して暮らすことができる
社会の実現に向けて、様々な立場の方々と協働・連携しながら取り組んでいます。

Ⅰ きょうだいによる自分らしさの発見　Ⅱ 地域協働とエンパワメント　Ⅲ 多様性の尊重と暮らしの安心

きょうだい支援プロジェクトの愛称が決定しました！

　きょうだいさんの夢や希望や未来への架け橋となれるよう願いをこめて

　　　　　　きょうだい支援　ＢＲＩＤＧＥ（ブリッジ）　　　　と名付けました。

今年度は「ＷＡＭ助成（独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成）」をいただき、４月にはお花
見 & たこ焼きパーティーを行い、夏の遠足（バーベキュー）、講演会を開催しました。また、9 月ま
での間にきょうだい会を2回開催し、きょうだいさんとの繋がりができました。（12家族13名）。
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